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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 

の公布について 

 

中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律

（令和３年法律第 80 号）については、令和３年６月 11 日に第 204 回国会において

可決・成立し、本日公布されました。 

その主な内容については下記のとおりですので、御了知いただくようお願いいた

します。 

なお、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関す

る法律の施行のために必要な関係政省令等については、今後、労働政策審議会に諮

り、その答申を得て、制定することとしています。 

 

記 

 

第１ 総則 

 １ 目的 

   この法律は、中小事業主に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業

に従事する者等の安全及び健康の確保並びに福利厚生等の充実を図るため、中

小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等の防止を図るとともに中小事

業主が行う事業に従事する者等の労働災害等その他の災害について共済団体に

よる共済制度を確立し、もって中小事業主が行う事業に従事する者等の福祉の

増進に資することを目的とすることとしたこと（第１条関係）。 

 

  



 

 ２ 定義 

(1) この法律において「中小事業主」とは、アからウまでのものをいうことと

したこと（第２条第１項関係）。 

       ア 常時使用する労働者の数が300人以下である事業主 

       イ 資本金の額又は出資の総額が３億円以下である事業主 

       ウ 労働者を使用しないで事業を行うことを常態とするもの 

    (2) この法律において「中小事業主が行う事業に従事する者等」とは、(1)の

ア又はイの者に使用される労働者その他の中小事業主が行う事業に従事す

る者及び中小事業主をいうこととしたこと（第２条第２項関係）。 

    (3) この法律において「労働災害」とは、労働者災害補償保険法に規定する

業務災害及び通勤災害をいうこととしたこと（第２条第３項関係）。 

    (4) この法律において「労働災害相当災害」とは、商業、工業、サービス業

その他の事業の事業主及び当該事業に従事する者（労働者である者を除

く。）の災害（負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。）のうち、

労働災害に相当する災害をいうこととしたこと（第２条第４項関係）。 

    (5) この法律において「労働災害等」とは、労働災害及び労働災害相当災害

をいうこととしたこと（第２条第５項関係）。 

    (6) この法律において「労働災害等防止事業」とは、中小事業主が行う事業

に従事する者等の労働災害等の防止を図る事業をいうこととしたこと（第

２条第６項関係）。 

    (7) この法律において「共済事業」とは、中小事業主が行う事業に従事する

者等の労働災害等その他の災害に関し、共済掛金の支払を受け、共済金を

交付する事業であって、当該事業に係る共済契約が次のアからウまでに適

合するものをいうこととしたこと（第２条第７項関係）。 

       ア 共済契約者が中小事業主であること。 

       イ 共済金の額が厚生労働省令で定める額を超えないこと。 

       ウ 共済期間が一年を超えないこと。 

    (8) この法律において「共済団体」とは、３の認可を受けて共済事業を行う

者をいうこととしたこと（第２条第８項関係）。 

  ３ 認可 

      労働災害等防止事業を行う一般社団法人又は一般財団法人は、保険業法の

規定にかかわらず、行政庁の認可を受けて、共済事業を行うことができるこ

ととしたこと（第３条関係）。 

  ４ 共済事業の種類 

    (1) ３により一般社団法人又は一般財団法人が行うことができる共済事業



 

は、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業と

することとしたこと（第４条第１項関係）。 

    (2) (1)の共済事業を行う３の一般社団法人又は一般財団法人は、当該共済事

業のほか、当該共済事業に係る共済契約の被共済者の労働災害等以外の災

害に係る共済事業を行うことができることとしたこと（第４条第２項関

係）。 

  ５ 申請 

      ３の認可を受けようとする者は、名称、純資産額、役員等の氏名又は名

称、認可を受けようとする共済事業の種類、労働災害等防止事業の内容、他

に行う事業の内容等を記載した申請書を行政庁に提出しなければならないこ

ととしたこと（第５条第１項関係）。 

  ６ 認可審査基準 

      行政庁は、３の認可の申請があった場合において、当該申請が(1)から(6)

までの基準等に適合すると認めるときは、３の認可をするものとすることと

したこと（第６条関係）。 

    (1) 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人であって、定款の規定が法令

に適合しない一般社団法人又は一般財団法人等でないこと。 

    (2) 申請者が、共済事業を的確に遂行するに足りる財産的基礎を有するこ

と。 

    (3) 申請者が、共済事業を的確に遂行するに足りる人的構成を有すること。 

    (4) 申請者の行う労働災害等防止事業が、基準を満たすものであること。 

    (5) 他に行う事業が、共済事業に支障を及ぼすおそれがないこと。 

    (6) 共済規程の記載事項において、共済契約の内容が共済契約者等の保護に

欠けるおそれのないものであること等の基準に適合するものであること。 

 

第２ 共済事業等 

 １ 業務 

    (1) 事業の範囲 

       ア 共済団体は、共済事業及び労働災害等防止事業並びにこれらに附帯す

る業務を行うことができることとしたこと（第10条第１項関係）。 

       イ 共済団体は、アの事業のほか、他の事業を行うことができないことと

したこと。ただし、当該共済団体がアの事業を適正かつ確実に行うにつ

き支障を及ぼすおそれがないと認められる事業について、行政庁の承認

を受けたときは、この限りでないこととしたこと（第10条第２項関

係）。 



 

    (2) 資産運用の制限 

        共済団体は、共済掛金として収受した金銭その他の資産の運用を行うに

は、有価証券の取得等の方法によらなければならないこととしたこと（第

11条第１項関係）。 

    (3) 業務運営に関する措置 

         共済団体は、その共済事業に係る業務に関し、当該業務に係る重要な事

項の利用者への説明、当該業務に関して取得した利用者に関する情報の適

正な取扱い、当該業務を第三者に委託する場合における当該業務の的確な

遂行その他の健全かつ適切な運営を確保するための措置を講じなければな

らないこととしたこと（第12条関係）。 

    (4) 苦情処理措置及び紛争解決措置 

        共済団体は、共済事業に関し苦情処理措置及び紛争解決措置を講じなけ

ればならないこととしたこと（第15条関係）。 

 ２ 経理 

    (1) 業務報告書 

        共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告

書を作成し、行政庁に提出しなければならないこととしたこと（第17条第

１項関係）。 

    (2) 区分経理等 

       ア 共済団体は、共済事業に係る会計を他の事業に係る会計と区分して経

理しなければならないこととしたこと（第19条第１項関係）。 

       イ 共済団体は、原則として、共済事業に係る会計に関し共済事業に係る

会計から他の事業に係る会計へ資金を運用すること等の行為をしてはな

らないこととしたこと（第19条第２項関係）。 

    (3) 価格変動準備金等 

        共済団体は、価格変動準備金、責任準備金及び支払備金をそれぞれ積み

立てなければならないこととしたこと（第22条第１項、第23条第１項及

び第24条第１項関係）。 

 ３ 監督 

    (1) 共済事業の種類等の変更 

        共済団体は、共済事業の種類、労働災害等防止事業の内容又は他に行う

事業の内容の変更をしようとするときは、原則として行政庁の認可を受け

なければならないこととしたこと（第25条第１項関係）。 

    (2) 共済規程に定めた事項の変更 

     共済団体は、共済規程に定めた事項の変更をしようとするときは、原則



 

として行政庁の認可を受けなければならないこととしたこと（第26条第１

項関係）。 

    (3) 定款の変更の認可 

        共済団体の目的、事務所の所在地その他共済事業に関する事項に係る定

款の変更についての社員総会又は評議員会の決議は、行政庁の認可を受け

なければ、その効力を生じないこととしたこと（第27条関係）。 

  (4) 届出事項その他 

        共済団体は、第１の３の認可を受けて共済事業を開始したとき等は、そ

の旨を行政庁に届け出なければならないこととしたこと（第28条関係）。 

  (5) 健全性の基準 

     行政庁は、共済団体の経営の健全性を判断するための基準として共済金

等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準を定めることがで

きることとしたこと（第31条関係）。 

  (6) 共済規程に定めた事項の変更命令 

        行政庁は、共済団体の業務若しくは財産の状況に照らして、又は事情の

変更により、共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確保し、共済契約者

等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共済団体に対し、そ

の必要の限度において、共済規程に定めた事項の変更を命ずることができ

ることとしたこと（第32条関係）。 

  (7) 業務の停止等 

        行政庁は、共済団体の業務若しくは財産又は共済団体及びその子会社等

の財産の状況に照らして、当該共済団体の業務の健全かつ適切な運営を確

保し、共済契約者等の保護を図るため必要があると認めるときは、当該共

済団体に対し、措置を講ずべき事項及び期限を示して、経営の健全性を確

保するための改善計画の提出を求め、若しくは提出された改善計画の変更

を命じ、又はその必要の限度において、期限を付して当該共済団体の業務

の全部若しくは一部の停止を命じ、若しくは当該共済団体の財産の供託そ

の他監督上必要な措置を命ずることができることとしたこと（第33条第１

項関係）。 

   (8) 認可の取消し等 

       ア 行政庁は、共済団体が、法人の機関、罰則及び行政処分等に関し定め

る欠格事由に該当することとなったとき等に該当することとなったとき

は、当該共済団体の業務の全部若しくは一部の停止若しくは理事、監事

若しくは会計監査人の解任を命じ、又は第１の３の認可を取り消すこと

ができることとしたこと（第34条関係）。 



 

       イ 行政庁は、共済団体の財産の状況が著しく悪化し、共済事業を継続す

ることが共済契約者等の保護の見地から適当でないと認めるときは、当

該共済団体の第１の３の認可を取り消すことができることとしたこと

（第35条関係）。 

 ４ 共済契約の移転等に係る保険業法の規定の準用 

     共済団体の共済契約の移転等について、保険契約の移転、事業の譲渡又は譲

受け並びに業務及び財産の管理の委託に関する保険業法の規定を準用すること

としたこと（第37条～第39条関係）。 

 

第３ 解散等 

 １ 解散の原因 

     一般社団法人及び一般財団法人の解散の事由のうち、定款で定めた存続期間

の満了及び定款で定めた解散の事由の発生は、共済団体に対しては適用しない

こととしたこと（第41条関係）。 

 ２ 解散等の認可 

     共済団体の解散についての社員総会の決議等の事項は、行政庁の認可を受け

なければ、その効力を生じないこととしたこと（第42条第１項関係）。 

 ３ 合併の認可 

     共済団体の合併（共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により

設立する場合に限る。）は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じな

いこととしたこと（第45条第１項関係）。 

 ４ 合併に係る保険業法の規定の準用等 

     共済団体の合併について、保険業法の債権者の異議に関する特則、合併後の

公告等及び合併の登記の申請等の規定を準用することとしたこと（第47条第

１項関係）。 

 ５ 行政庁による清算人の選任及び解任 

   行政庁による清算人の選任、解任等について所要の規定を置くこととしたこ

と（第48条関係）。 

 

第４ 共済募集 

 １ 共済募集の制限 

  (1)  共済団体の社員若しくは役員（代表権を有する役員及び監事を除く。）若

しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員（代表権を有する役員並びに

監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。(1)において同じ。）若し

くは使用人がその所属共済団体のために共済契約の締結の代理又は媒介（共



 

済代理店である銀行等（銀行その他の政令で定める者をいう。(2)及び第７

の２において同じ。）又はその役員若しくは使用人にあっては、共済契約者

等の保護に欠けるおそれが少ない場合に限る。）を行う場合を除くほか、何

人も共済募集を行ってはならないこととしたこと（第54条第１項関係）。 

  (2) 銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、第２の３の(4)の届出を行って

共済募集を行うことができることとしたこと（第54条第２項関係）。 

 ２ 共済募集等に係る保険業法の規定の準用 

     共済募集人が行う共済募集について保険業法の所属保険会社等の賠償責任の

規定を、共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共

済募集について同法の情報提供等の規定を、共済募集を行う共済募集人につい

て同法の業務運営に関する措置の規定を、共済代理店が行う共済募集について

同法の自己契約の禁止の規定を、それぞれ準用することとしたこと（第55条

第１項関係）。 

 

第５ 雑則 

 １ 認可等の条件 

  (1) 行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による

認可等に条件を付し、及びこれを変更することができることとしたこと（第

57条第１項関係）。 

  (2) (1)の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な

実施を図るため必要最小限のものでなければならないこととしたこと（第57

条第２項関係）。 

 ２ 行政庁 

     この法律及びこの法律において準用する保険業法における行政庁は、一の都

道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共

済団体については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣と

することとしたこと（第61条関係）。 

 

第６ 罰則 

     不正の手段により第１の３の認可を受けた者等に対して所要の罰則を設ける

こととしたこと（第65条～第73条関係）。 

 

第７ 施行期日等 

 １ 経過措置 

    認可特定保険業者が共済団体となる場合の従前の保険契約から共済契約への



 

移行措置等について、所要の規定を置くこととしたこと（附則第２条関係）。 

  ２ 検討 

    政府は、第４の１の(1)及び(2)により銀行等が行う共済募集の状況を踏ま

え、共済契約者等の一層の保護の在り方について検討を加え、その結果に基づ

いて必要な措置を講ずるものとすることとしたこと（附則第５条関係）。 

  ３ 施行期日 

   この法律は、公布の日から起算して２年を超えない範囲内において政令で定

める日から施行することとしたこと。 

 

 


